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総務部 

議案第９７号令和６年度大津市一般会計補正予算（第５号）のう

ち、総務部の所管する部分について 

 

それでは、議案第９７号、令和６年度大津市一般会計補正予算

（第５号）のうち、総務部の所管する部分につきまして、ご説明申

し上げます。 

お手元の資料、令和６年８月大津市予算関係議案の１４頁をお開

き願います。 

２の歳入のうち、款 20繰入金、項１繰入金、目１基金繰入金、

節 9財政調整基金繰入金につきましては、令和６年度当初予算にお

いて繰り入れることとしておりました財政調整基金について、令和

５年度の決算の確定に伴う繰越金により財源を賄うため、繰り入れ

る必要がなくなったことから、2,036,184千円を減額するもので

す。 

16頁をお願いします。款２１繰越金、項１繰越金、目１繰越金

2,376,456千円は、令和 5年度の決算の確定に伴う決算剰余金であ

り、今年度予算に措置するものです。 

同頁の最下段、款 23市債、項１市債、目 7土木債 11,800千円
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は、マイネットスタジアム皇子山の高圧受変電設備更新工事や市民

プラザ誘導案内板新設工事等に要する経費に係る事業債でありま

す。 

目 8消防債は、令和 6年度当初予算において措置しておりました

消防車両の更新に係る経費について、入札不調に伴い、一部、債務

負担行為を設定することなどから、財源としていた事業債 22,700

千円を減額するものであります。 

 １８頁をお願いします。 

 ３の歳出のうち、款２総務費、項１総務管理費、目１０人事管理

費につきましては、中消防署における訓練中の事故事案に対する検

証委員会設置に要する経費１６８千円を措置するものであり、その

下段の目１５庁舎整備基金費につきましては、今後の庁舎整備を見

据えて令和５年度の決算剰余金から３００，０００千円を積み立て

るものです。 

以上で、議案第 9７号、令和 6年度大津市一般会計補正予算（第

５号）のうち、総務部の所管する部分のご説明とさせていただきま

す。 

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 


